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真岡市観光案内パンフレット等作成業務委託 公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

この要領は、真岡市が発注する真岡市観光案内パンフレット作成業務委託について、公募

型プロポーザルにより契約候補者の選定を行うにあたり、必要な事項を定めることを目的

とする。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名    真岡市観光案内パンフレット等作成業務委託 

（２）業務内容   真岡市観光案内パンフレット等作成業務委託仕様書のとおり 

（３）契約期間   契約締結日から令和６年３月２２日（金）まで 

（４）契約限度額  ４，９４８，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（５）担当部署及び問合せ先 

〒３２１－４３９５ 栃木県真岡市荒町５１９１番地 

真岡市産業部商工観光課観光係 担当：田﨑、飯野 

電話番号：０２８５－８３－８１３５ 

FAX番号：０２８５－８３－０１９９ 

電子メール：syoukou＠city.moka.lg.jp 

                                         

３ 参加資格 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者に該当しな

いこと。 

（２）真岡市入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 

（３）真岡市建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく、指名停止期間中でない者であ

ること。 

（４）真岡市暴力団排除条例（平成２４年条例第３２号）第２条第１号又は第６条の規定に該

当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続き又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続きの開始の申立てがなされていない者

であること。 

 

４ プロポーザル実施の手続き 

（１）実施スケジュール 

契約候補者選定までのスケジュールは、下記のとおりとする。なお、日程については

変更の可能性があり、変更があった場合には別途通知する。 
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   ア 実施要領等の公表          令和５年７月１０日（月） 

   イ 実施要領等に関する質問受付期限   令和５年７月１８日（火）午後５時必着 

   ウ 質問に対する回答          令和５年７月２１日（金） 

   エ 参加表明書の提出期限        令和５年７月２８日（金）午後５時必着 

   オ 企画提案書等の提出期限       令和５年８月２１日（月）午後５時必着 

   カ 一次審査              令和５年８月２３日（水） 

   キ 一次審査結果通知          令和５年８月２４日（木） 

   ク プレゼンテーション審査       令和５年８月３０日（水）午後１時から 

   ケ 審査結果の通知・公表        令和５年９月 ６日（水） 

      

 （２）実施要領等に関する質問・回答 

プロポーザルに参加するに当たり質問がある場合には、本実施要領（以下、「実施要

領」という。）及び真岡市観光案内パンフレット等作成業務委託仕様書（以下、「仕様書」

という。）を確認の上、質問書（様式第１号）を提出すること。 

   ア 提出期限：令和５年７月１８日（火）午後５時必着 

イ 提出場所：実施要領２（５） 

ウ 提出方法：実施要領２（５）電子メールによる。 

   エ 回答期日：令和５年７月２１日（金） 

   オ 回答方法：真岡市ホームページに掲載する。 

 

（３）参加表明書の提出 

プロポーザルへの参加を希望する者（以下、「事業者」という。）は、参加表明書（様

式第２号）を提出すること。 

  ア 提出期限：令和５年７月２８日（金）午後５時必着 

   イ 提出場所：実施要領２（５） 

   ウ 提出方法：持参（平日の午前９時から午後５時まで）又は、郵送（書留郵便に限る）。 

           ※郵送の場合は、到着確認のため電話連絡を行うこと。 

           ※参加表明書提出後に参加を辞退する場合は、令和５年８月１７日（木）

午後５時までに理由を付した参加辞退届（様式任意）を提出すること。 

 

（４）企画提案書等の提出 

企画提案書等は、実施要領及び仕様書の定めるところにより作成し、提案送付書（様

式第３号）を付して必要部数を提出すること。なお、企画提案書等の提出とあわせて、

当該提案書等の電子データ（ＰＤＦ等）が保存されている収録ディスクを提出すること。 

ア 提出期限：令和５年８月２１日（月）午後５時必着 

   イ 提出場所：実施要領２（５） 
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   ウ 提出方法：持参（平日の午前９時から午後５時まで）又は、郵送（書留郵便に限る）。 

           ※郵送の場合は、到着確認のため電話連絡を行うこと。 

エ その他留意事項 

（イ）１事業者１提案とする。複数の提案は認めない。 

（ロ）文章を補完するために必要な視覚的表現については、必要最小限の範囲とする。 

ただし、観光パンフレット見開きデモページ及び観光プロモーション動画デモペ 

ージについては除く。 

（ニ）専門用語や略語等には注釈を付すなど、一読して理解しやすいものとすること。 

（ホ）使用する言語は日本語、使用する通貨は円とする。ただし、海外経費等で必要な 

場合は英語表記を併記すること。 

 

様式番号 書類名称 記入上の留意点 用紙ｻｲｽﾞ等 

様式第３号 提案送付書 
記入漏れ、押印漏れのないように留意す

ること。 

Ａ４版 片面印刷 

・正本１部 

 業務見積書 

項目の内訳がわかるよう価格明細を作

成すること。項目ごとに消費税及び地方

消費税を差し引いた金額で見積りした

上で、項目合計額の消費税及び地方消費

税相当額の金額を記載すること。 

Ａ４版 片面印刷 

・正本１部 

 電子データ 

実施要領４（４）で提出する書類すべて

を電子データ（ＰＤＦ等）で作成し、提

出すること。動画を収録する場合は、Ｍ

Ｐ４形式で収録すること。 

収録ディスク１枚 

企画提案書 

コンセプト 
仕様書５．仕様を考慮したコンセプトを

記載すること。 

Ａ４版 片面印刷 

 ・正本１部 

 ・副本８部 

 

※観光パンフレット

見開きデモページは

Ａ３版で作成するこ

と。 

 

企画・構成 
仕様書５．仕様を考慮した企画・構成を

記載すること。 

観光パンフ

レット見開

きデモペー

ジ① 

真岡市の特産品をテーマとして、ターゲ

ットを想定したデモページを作成する

こと。（Ａ３見開き１ページ分で作成） 
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様式番号 書類名称 記入上の留意点 用紙ｻｲｽﾞ等 

企画提案書 

観光パンフ

レット見開

きデモペー

ジ② 

真岡市の四季（風景、イベントなど）を

テーマとして、ターゲットを想定したデ

モページを作成すること。（Ａ３見開き

１ページ分で作成） 
※観光プロモーショ

ン動画デモページ

は、プレゼンテーシ

ョン審査の際に使用

する表現形式と同様

にすること。 

 

※製本する場合に

は、コンセプトから

業務実績まで、この

順番で作成すること 

観光プロモ

ーション動

画デモペー

ジ 

仕様書５．仕様を考慮した観光プロモー

ション動画デモページを作成すること。

デモページはイラスト、写真、動画など、

表現形式は自由とする。 

また、仕様書５．仕様を考慮した拡散方

法の提案を記載すること。費用が必要な

提案をする場合は、その概算金額も記載

すること。 

実施体制 
業務工程及び実施体制について記載す

ること。 

業務実績 
観光パンフレット作成業務に類似する

実績について記載すること。 

 

（５）企画提案書等提出書類の取扱い 

   ア 提出期限後は、提出書類の変更、差替、再提出若しくは撤回は認めない。 

   イ 提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

   ウ 提出書類は、真岡市情報公開条例（平成１１年条例第１号）に基づく公文書公開請求

の対象となる。 

   エ 真岡市は、必要に応じて追加資料及び書類の提出を求めることができる。 

   オ 提出書類の作成及び提出に係る費用等、プロポーザル参加に要する費用は、すべて事

業者の負担とする。 

   カ 事業者は、参加表明書の提出をもって、実施要領及び仕様書の記載内容に同意したも

のとみなす。 

   キ 提出書類は、事業者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を行う場合がある。 

   ク 契約候補者に選定された事業者の提出書類の著作権は、真岡市に帰属する。 

   ケ 契約候補者に選定されなかった事業者の提出書類の著作権は、事業者に帰属する。 

   コ 提出書類に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者

の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は事業者が負う。 
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５ 審査方法 

  別表「真岡市観光案内パンフレット等作成業務委託 審査基準」（以下「審査基準」と 

 いう。）に基づき、選定委員会（以下「委員会」という。）が提出された企画提案書等の内 

容について評価、採点を行う。なお、委員会は行政職員４名、外部有識者１名の計５名の 

選定委員で構成し、委員長及び委員を置くものとする。 

    

（１）第一次審査（見開きデモページ審査） 

   審査基準に基づき、提出された企画提案書等の内容について、選定委員が評価、採 

点を行う。各選定委員の点数を合計する方法により得点を算出する。最も高い得点を 

得た者から得点順に順位付けを行い、選定した上位５事業者のみが第二次審査に進む 

ものとする。 

ただし、得点が同点の場合には、事業者が提出した業務見積書の金額が安価な者を 

上位者として順位付けする。提案金額も同額の場合には、業務見積書の提案金額の範 

囲内で見積書の再作成を行い、金額が最も安価な者を上位者とする。 

 

（２）第二次審査（プレゼンテーション審査） 

審査基準に基づき、提出された企画提案書等の内容について、事業者が企画提案書 

等を説明するプレゼンテーションを行い、選定委員が評価、採点を行う。各選定委員 

の点数を合計する方法により得点を算出する。 

 

（３）失格要件 

次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 

ア 提出書類に虚偽の内容を記載した場合 

イ 実施要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

ウ 業務見積書の金額が実施要領２（４）の契約限度額を超える場合 

エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

オ 評価に係る選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を行った場合 

カ 正当な理由なくプレゼンテーション審査を欠席した場合 

キ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

 

６ 選定方法 

第一次審査、第二次審査の各選定委員の点数を合計する方法により得点を算出する。 

最も高い得点を得た者を最優秀者として契約候補者に選定し、最優秀者以外の者について

も次点者として得点順に順位付けを行うものとする。 

 最高点の者が複数の場合は、業務見積書の金額が最も安価な者を最優秀者とする。金額

も同額の場合は、業務見積書の提案金額の範囲内で見積書の再作成を行い、金額が最も安
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価な事業者を最優秀者として選定する。 

なお、事業者が１社の場合でも、企画提案書等の内容を審査し、委員会が適切な事業者

と判断した場合は、契約候補者として選定する。 

 

７ 審査結果の通知・公表 

（１）契約候補者選定後、事業者全員に審査結果を書面にて通知する。また、下記項目につい

て真岡市ホームページに公表するとともに、担当部署において閲覧に供するものとする。

ア 契約候補者の名称及び得点 

イ ア以外の参加者の数及びそれぞれの得点 

ウ 契約候補者以外の者については符号により表記し、事業者が２者の場合、次点者の得

点は公表しない。 

 

（２）前項の規定により選定されなかった者が通知を受けたときは、当該通知日の翌日から起

算して７日（休日を除く。）以内に書面（任意様式）により、市長に対して非選定理由に

ついての説明を求めることができる。ただし、各項目ごとの採点についての疑義は認めな

い。 

 

（３）前項への回答は、同項期限の翌日から起算して１０日（休日を除く。）以内に書面（任

意様式）により行う。 

 

８ 契約手続 

（１）契約候補者に選定された者と真岡市の間で、業務等の内容、経費等について再度調整を

行い、協議が調った場合契約を締結する。 

 

（２）契約候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載した契約

辞退届（任意様式）を提出すること。なお、この場合、実施要領６の得点順に順位付けし

た次点者の中で最上位のものを契約候補者とする。以後、同様に契約辞退届が提出された

場合も同様とする。 

 

９ その他留意事項 

実施要領に定めのない事項又は、実施要領に疑義が生じた場合は、協議により定める。 
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別表 真岡市観光案内パンフレット作成業務委託 審査基準 

 

 

第一次審査（見開きデモページ審査）：４０点 

審査項目 配点 評価内容 

業務見積額 １０ 配点×（提案価格のうち最低見積価格／見積価格） 

観光パンフレット 

見開きデモページ 
３０ 

コンセプトに則した企画・構成であり、ターゲットが

文字、デザイン、写真、イラスト等の表現に共感を持

つものであるか。 

 

 

第二次審査（プレゼンテーション審査）：６０点 

審査項目 配点 評価内容 

コンセプト（テーマ） １０ 

真岡市の観光特性（観光資源の現状、地理的位置や観

光交通経路）を把握した上で、ターゲットが興味を持

つコンセプト（テーマ）が設定されているか。 

企画・構成 １０ 

観光パンフレット及びＷＥＢ動画の企画・構成は、 

事業者独自の手法やデザイン、構成が取り入れられて

いるか。 

観光プロモーション動画 

デモページ及び拡散方法 
３０ 

コンセプトに則した企画・構成であり、ターゲットが

更に情報を知りたいと興味が湧くものであるか。 

また、拡散方法の提案は多くのターゲットに届くよう 

な提案であるか。 

実施体制 ５ 
業務工程が妥当であり、業務を実施するのに十分な人

員が配置されているか。 

業務実績 ５ 業務を実施するのに十分な類似業務の実績があるか。 

 


